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一般社団法人 経営労務建設業共済会 規約 
 

第１章 総   則 

（名  称） 

第１条  本会は、一般社団法人経営労務建設業共済会と称す。 

 

（事 務 所） 

第２条  事務所を埼玉県春日部市大沼二丁目６２番地２０に置く。 

 

（目  的） 

第３条 本会は、会員及び自営業者の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

（事  業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

     ① 業務災害の防止等についての講習会の開催に関すること。 

     ② 会員が行う労災保険関係の事務処理に関すること。 

     ③ 会員の福利・厚生に関すること。 

     ④ その他団体の目的を達成するために必要な事業を行うこと。 

 

（事業の取扱い区域） 

第５条  本会が特別加入事務を取り扱う特別加入者の事業拠点の所在地は、労働保険の保

険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和４７年労働省令８号）第６条第２項第４

号に定める区域を超えない範囲とする。 

  

第２章 会   員 

（会  員） 

第６条 本会の会員は、本会の事業目的に賛同する一人親方及び自営業者（常態として労

働者を使用しないもの）で建設の事業（土木・建築・その他工作物の建設・改造・

保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業をいう。）に従事している

者とする。 

 

（入  会） 

第７条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会届を提出し代表理事の承認を受け

るものとする。 

   ２．前項の承認を受けたときから会員となる。 
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（退  会） 

第８条 本会を退会しようとするときは、その旨を記載した退会届を提出し、代表理事の

承認を受けたときに本会を退会する。 

   ２．前項の規定にかかわらず、会員が第２５条に規定する会費及び労働保険料 

    を本会指定納入日までに納入しないとき、又は本会の会員としてふさわしく 

    ない行為（① 本会の事業を妨げ、又は妨げようとした者。② 本会の事業の利用に

ついて不正行為をした者。③ 犯罪その他信用を失う行為をした者。）があったとき

は、代表理事は、役員会の議を経てこれを退会させることができる。 

 

第３章 役   員 

（役  員） 

第９条 本会に、次の役員を置く。 

     ① 代表理事      １名 

     ② 役  員      ５名以内 

     ③ 監 査 役      １名 

 

（員外役員） 

第１０条  本会に、会員でない員外役員若干名を置くことができる。 

   ２．員外役員には、本規約第３条目的に、第４条の事業の遂行に協力する労災経営指導

員をあてることとする。 

 

（役員の選任） 

第１１条  代表理事・役員及び監査役は、会員の中から総会で選任する。 

   ２．代表理事は、役員が互選する。 

   ３．役員及び監査役は、相互に兼ねることはできない。 

 

（役員の職務） 

第１２条 代表理事は、本会を代表し、会務を総理する。 

   ２．役員は、役員会の構成員となり、会務の執行に参画する。 

   ３．監査役は、会務の執行及び会計を監査し、総会に報告するほか、会議に出席してそ

の職務に関し意見を述べることができる。 

 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は、就任後２回目に到来する通常総会終了の時までとする。ただし、

補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   ２．役員は、再任を防げない。 
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（役員の解任） 

第１４条 役員が、諸法令に違反して行政官庁より処分を受けたとき、又は役員としてふさ

わしくない行為があったときには、代表理事は、役員会の議を経てこれを解任する

ことができる。 

   ２．前項の規定により、役員を解任したときは、代表理事は、これを次の総会に報告し

なければならない。 

 

第４章 会   議 

第１節 総  則 

（会議の種類） 

第１５条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

 

第２節 総  会 

（総  会） 

第１６条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２．通常総会は毎年４月１日現在の会員をもって構成し、会計年度終了後６ヶ月以内

に代表理事が招集する。 

３．臨時総会は、会員の３分の１以上から開催を必要とする理由及び議案書を付して

開催の請求があったとき招集する。 

４．会員は、総会への出席を事務処理を委託している労災経営指導員に委託すること

ができる。 

 

（総会の開会） 

第１７条 総会は、会員の２分の１以上が出席しなければ会議を開会することができない。 

   ２．総会の議長は、総会において選出する。 

   ３．総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 

    議長の決するところによる。 

   ４．総会における議決権は、会員１人について１個とする。 

   ５．会員で総会に出席することが出来ない者は、予め総会の議案について書面により表

決を委任することができる。書面に賛否の表明のないものは、賛成したものとみなす。 

６．前３項の規定にかかわらず、次条５号に掲げる事項については、会員の３ 

    分の２以上の議決によらなければならない。 

 

（総会の議決及び承認事項） 

第１８条 総会は次の事項を審議決定する。 

     ① 事業報告及び事業計画に関する事項。 

     ② 予算及び決算に関する事項。 

③ 規約の変更に関する事項。 

④ 代表理事・役員及び監査役の選任、解任に関する事項。 
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⑤ 解散に関する事項。 

⑥ 前各号に掲げるもののほか、役員会において総会に付議する必要があると認

められた事項。 

 

第３節 役 員 会 

（役 員 会） 

第１９条 役員会は、代表理事及び役員をもって構成し、代表理事が招集する。 

   ２．役員会の議長は代表理事がこれに当たる。 

   ３．役員会は、その構成員の２分の１以上の出席が必要であり、議事は出席構成員の過

半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（役員会の議決事項） 

第２０条 役員会は、次に掲げる事項を審議決定する。 

     ① 総会に付議する事項。 

     ② 総会において議決した事項の執行に関すること。 

     ③ 規約の施行に必要な細則の制定改廃に関すること。 

     ④ その他総会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関する 

       こと。 

 

第５章 会   計 

（事業年度及び会計年度） 

第２１条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

（経費の支弁） 

第２２条 本会の経費は、入会金、会費その他の収入をもって支弁する。 

   ２．入会金及び会費の額は、総会で決定する。 

 

（資産の管理） 

第２３条 本会の資産は、代表理事がこれを管理し、その方法は役員会の議決による。 

 

（事業計画及び予算） 

第２４条 代表理事は、毎年事業計画案及び予算案を作成し、総会の議決を経なければなら

ない。 

 

（労働保険料特別会計） 

第２５条 労働保険料は、労働保険料特別会計を設けて経理しなければならない。 
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第６章 入会金及び会費 

（入 会 金） 

第２６条 会員は、入会のとき６，０００円の入会金を納入しなければならない。 

 

（会費の納入） 

第２７条 会員は、会費として年額９，０００円を納入しなければならない。 

   ２．前項の会費は、毎事業年度の指定された期日までに納入しなければならない。 

 

（年度途中の入会者） 

第２８条 年度の途中において入会した者は、入会した日の属する年度分の会費については、

月額７５０円にその年度末までの月数を乗じた額の金額を納入しなければならない。 

   ２．前項の金額は、入会時に納入しなければならない。 

 

（会費の不返還） 

第２９条 退会した会員が、既に納入した会費は返還しない。 

 

第７章 事 務 処 理 

（労働保険関係事務処理） 

第３０条 本会は、会員の一人親方等の特別加入にかかわる事務処理に関する諸手続をする。 

   ２．本会は、一人親方等の特別加入に関する事務処理の一切を一般社団法人 アイデッ

クス経営労務情報センターに委託する。 

   ３．前項に係る手数料は、本会と一般社団法人 アイデックス経営労務情報センターが

協議の上決定する。 

 

（特別加入からの脱退） 

第３１条 会員が特別加入を解除しようとするときは、７日前までに特別加入解除通知書を

本会に提出しなければならない。 

   ２．会員が法令又はこの規約に違反したときは、労働保険事務処理を解除する 

    ことができる。 

 

（給付基礎日額の報告） 

第３２条 会員は、労働保険料算定基礎賃金等の報告により毎年本会が指定する日までに、

当該年度に希望する給付基礎日額を本会に報告しなければならない。 

 

（労働保険料の納付） 

第３３条 会員は、自らが希望した給付基礎日額により計算された労働保険料が請求された

ときは、指定された期日までに本会に納入しなければならない。 
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第８章 事 務 局 

（事 務 局） 

第３４条 本会に事務局を置く。 

   ２．事務局は、本会の会務に関する所定の事務を行なう。 

   ３．事務局長は、事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。 

   ４．事務職員の任免は代表理事が行なう。 

   ５．その他事務局に必要な事項は別に定める。 

 

第９章 補   則 

 

（顧問・相談役） 

第３５条 代表理事は、本会の発展を図るため学識経験を有する者のうちから役員会の議を経

て、顧問及び相談役を委嘱することができる。 

   ２．顧問及び相談役は、本会の必要事項について、代表理事に意見を述べることができ

る。 

 

（役員会の専決） 

第３６条 この規約に定めのない事項については、役員会の議を経て行うものとする。 

 

（細則の制定等） 

第３７条 本会は、この規約に基づき必要な措置を行うため、細則を定めることができる。 

   ２．細則の制定及び改廃は、役員会の議を経て、代表理事が定める。 

 

 

 

附  則 

 

○ この規約は平成２０年 ４月 １日より施行する。 

○ この規約は平成２０年 ４月２８日より一部改訂施行する。 

○ この規約は平成２３年 ９月３０日より一部改正施行する。 

○ この規約は平成２９年 １２月１日より一部改正施行する。 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年 ４月 1 日 施行  

平成２４年１１月 １日 一部改訂 

平成２９年１２月 １日 一部改訂 
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一般社団法人 経営労務建設業共済会 災害防止規定 
 

    一般社団法人経営労務建設業共済会は、建設作業における災害防止のため規定を次の

通り定める。 

 

 第１ 安 全 管 理 

１．本会に、安全管理担当者（役員のなかから代表理事が委嘱する。）をおき、会員の安全管

理に関する事項を取り扱う。 

２．安全管理担当者は作業場、作業方法等について定期的に点検を実施するほか、会員の安全

作業に関する教育訓練の徹底をはかり、災害が発生した場合には、災害原因の調査及び対策

を行なうものとする。 

３．会員は、建設現場の定期点検は勿論のこと建設作業に不具合が発生または発生する恐れの

ある場合には、ただちに修理・点検を行い、安全第一を旨とすること。 

４．会員は、それぞれの地域で開催される安全教育等には、積極的に参加すること。 

５．会員は、安全管理担当者の指示に従うことは勿論、進んで災害防止に努めること。 

 

  第２ 衛 生 管 理 

１．本会に、衛生管理担当者（役員のなかから代表理事が委嘱する。）をおき、会員の衛生管

理に関する事項を取り扱う。 

２．衛生管理担当者は作業条件、施設等の衛生上の改善、衛生教育、健康相談その他会員の健

康保持のための措置を行なうものとする。 

３．会員は、それぞれの地域で開催される衛生教育、健康相談等には、積極的に参加すること。 

４. 会員は、衛生管理担当者の指示に従うことは勿論、進んで衛生管理に努めること。 

 

  第３ 安 全 作 業 

１．会員は、各自作業前に準備体操を行なうこと。 

２．会員は、作業前にその日の作業内容を熟知し、材料・器具の点検を確実に行うほか作業の

服装にも注意すること。 

３．作業足場については、特に次の点に注意すること。 

    足場に使用する材料は損傷、変形、腐食がないかどうか点検する。 

    抱き足場は使用しない。 

    鋼管足場は継手、金具等の緩みがないか点検する。 

    材料としての足場板は幅 20 ㎝以上、厚さ 3.5 ㎝以上、長さ 3.6ｍ以上のもの 

    を使用する。 

    足場の構造及び材料に応じて作業床の最大積載荷重を定め、且つこれを超え 

    て積載しない。 
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    つり足場については動揺、転位等を防止するための措置を講ずること。 

４．腕木、布、はり、脚立その他の作業床の支持物は荷重によって破壊することのないよう注

意すること。 

５．床材は転位、脱落しないよう２以上の支持物に取り付けてあるかどうか点検すること。 

６．乗降のためやむを得ない場合を除いては、他の足場、脚立、はしご等を支持台としないこ

と。 

７．材料、器具、工具等を上げ下げする場合は、つり綱、つり袋等を使用すること。 

８．命綱、保護帽等の保護具は、作業の状況に応じ着実に使用すること。 

９．倒壊を防止する筋かい、壁つなぎ又は控の安全を点検すること。 

10．感電事故の恐れのある作業においては、絶縁管、絶縁覆等を表着し接触による危険を防止

すること。なお、可能な限り電源を切って作業をすること。 

11．材料の製作運搬等のためミキサー、ウインチ、砂フルイ器等を使用する時は、点検等によ

って危険を防止すること。 

12． 暴風雨等悪天候のため作業の危険が予想されるときは作業を中止すること。 

 

 第４ 衛 生 措 置 

１．会員は、毎年健康診断を受けなければならない。 

２．会員は、常に自らの健康管理に留意し心身の過労を戒めること。 

３．暑熱、寒冷、多湿、その他衛生上有害な作業場においては、作業時間、作業方法、作業終

了の措置等について配慮すること。 

 

 第５ その他 

１．以上のほか、労働安全衛生法、労働安全衛生規則の「安全衛生管理体制」「原動機及び動

力伝導装置」「機械装置」「型わく支保工」「足場」「墜落防止」「崩壊・落下の予防」「電気災

害の防止」「保護具」「火災及び爆発の防止」等の条項を遵守すること。 

２．会員は、除染作業を行う場合には、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のた

めのガイドライン」（平成２３年１２月２２日 厚生労働省）の「第３ 被ばく線量管理の対

象及び被ばく線量管理の方法」に基づき、線量の管理に努めること。 

３．会員は、除染作業を行う場合には、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のた

めのガイドライン」（平成２３年１２月２２日 厚生労働省）の「第４ 被ばく低減のための

措置」に基づき、被ばく防止に努めること。 

 

 

附  則 

この規定は平成２０年 ４月 １日より施行する。 

この規定は平成２４年１１月 １日より改正施行する 

この規定は平成２９年１２月 １日より改正施行する。 


